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久留米競輪場再整備に係る施工予定者選定公募型プロポーザルに関する質問及び回答 

 

令和８年２月９日 

No. 質 問 回 答 

１ 

（プロポーザル実施要項 P6） 

「発注図等に関する質問の提出」について、工事規模が大きく図

面確認に時間を要するため提出期限を２週間程度延長いただくこ

とは可能でしょうか。又、質疑回数についても２回迄可能としてい

ただけないでしょうか。 

発注図等に関する質問の提出期限は、実施要項に記載している

スケジュールのとおりです。また、発注図に関する質問の回数も実

施要項に記載している 1回です。 

２ 

（プロポーザル実施要項 P8） 

(16)元請人としての同種及び類似業務の工事完了実績について、

完了時期に制限はないと考えて宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

３ 

（プロポーザル実施要項 P8） 

(17)、(18)記載の専任配置技術者について、技術協力業務責任者

及び監理技術者に同一者を配置する事は可能でしょうか。 

技術協力業務責任者と監理技術者は、実施要項に記載している

とおり兼務は不可です。 

４ 

（プロポーザル実施要項 P11） 

⑤現地視察について、協力会社を同行させることは可能でしょう

か。 

協力会社の同行も可能です。なお、協力会社を含め、現地視察参

加者名簿（任意様式）に参加者全員の所属・氏名を記載のうえ提

出ください。 

５ 

（プロポーザル実施要項 P16） 

Ⅸ. VE 提案採用後概算工事費見積書及び VE 提案採用後概算

工事費見積内訳書の提出について、採用された VE 提案以外の

事由（例：協力会社との協議による見積額低減）による金額等の修

正は可能と考えて宜しいでしょうか。 

様式１４・１５の提出にあたり、VE 提案の採否以外の事由による金

額等の修正は不可です。 
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No. 質 問 回 答 

６ 

（見積要項書 P1） 

2－(3)記載の標準仕様書等について「最新のもの」の基準は公告

日（令和８年１月３０日時点）と考えて宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

７ 

（久留米市工事発注仕様書 仕様書 2） 

特記事項 9 に記載の「建設発生土の処分は全て改良土プラントに

指定処分すること」は本工事の見積内容にも適用となりますでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

８ 

（プロポーザル実施要項Ｐ２） 

４．工事請負契約までの過程（4）「その金額が発注者にて定める

予定価格」とは、ｐ3 の５．工事概要（3）参考額の提案金額比較価

格 11,503,047,000円を指すものとの理解でよろしいでしょうか。 

提案金額比較価格は、基本設計に基づくものです。また、予定価

格は実施設計後に発注者にて定めます。 

９ 

（プロポーザル実施要項Ｐ９） 

「(20)各配置技術者の保有資格等は以下による。」の技術協力業

務主任担当者が会議に出席する場合、ＷＥＢでの参加も認められ

るのでしょうか。ご教示ください。 

原則現地での会議出席としますが、発注者との協議によりWEBで

の参加も可能です。 

１０ 

（プロポーザル実施要項Ｐ９） 

「(20)各配置技術者の保有資格等は以下による。」に関しまして、1

級電気工事施工管理士、1 級管工事施工管理士、設備設計 1 級

建築士、建築設備士の資格を 1 人で保有している職員が「電気設

備」と「機械設備」を 1人で兼務することは可能でしょうか。ご教示く

ださい。 

実施要項に記載のとおり、兼務は不可です。 
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No. 質 問 回 答 

１１ 

（プロポーザル実施要項様式２） 

様式２の確認書類の欄に「－」と表記されている確認書類の項

目は証明書類の添付が不要であるとの理解でよろしいでしょ

うか。ご教示ください。 

お見込みのとおりです。 

１２ 

（プロポーザル実施要項別表） 

評価項目、評価基準、及び配点 技術提案書 オ）実現可能性

の高い工期の設定に関して、参加者全員が想定工期を超過し

た提案をした場合は、全社評価点は、０点となるのでしょう

か。ご教示ください。 

実施要項で示している想定工期は基本設計段階のものであるた

め、想定工期を超過した提案がそのことのみを要因として評価点

が著しく低くなるとは限りません。本プロポーザルで実現可能性の

高い工期を提案してください。 

１３ 

（プロポーザル実施要項 P１３） 

２．技術提案書等の作成に関しまして、「技術提案書によるコ

スト縮減金額とＶＥ提案書のコスト縮減金額は同一のものと

の理解でよろしいでしょうか。ご教示ください。 

技術提案書によるコスト縮減金額とＶＥ提案書のコスト縮減金額は

同一のものとする必要はありません。 

１４ 

（プロポーザル実施要項 P１３） 

４．ＶＥ提案書作成の条件（１）「①予定される効果額は直接工事費

が１，０００万円以上の項目とし、」とありますが、同じ工種で関連す

る１，０００万円以下のＶＥ提案をまとめて１項目として、１，０００万

円以上としても認められるのでしょうか。ご教示ください。 

ご質問内容で作成された VE 提案書の提出は可能です。なお、各

提案の内訳が分かるよう作成してください。ただし、当該提案書の

内一部が採用不可となる場合、当該 VE 提案書自体を採用不可と

して評価します。 

 


